
教員免許状更新講習受講者各位 

 

新潟県立大学 

 

新型コロナウィルス感染症対策についてのお願い 

 

 新型コロナウィルス感染症の今後の感染拡大状況等によっては、講習の中止、日程変更等

をする場合があります。 最新の情報は、教員免許状更新講習コンソーシアム新潟または新

潟県立大学のホームページでご確認ください。 

 また、受講の際、本学への入構にあたっては、下記の入構禁止基準及び注意事項の遵守に

ご協力をお願い致します。   

 

記 

 

◆入構禁止基準 

以下に該当する場合は、入構をお控えください。 

①本人または同居者に発熱等の風邪の症状が見られる場合 

・発熱の判断基準 

 37.5℃以上、または、これ未満でも普段の生活で「風邪」を疑う体温の上昇 

・発熱以外の風邪の症状 

 咳、息苦しさ、喉の痛み、全身倦怠感、味覚や嗅覚の異常、鼻汁・鼻閉（花粉症などの原

因が明らかで他に症状がない場合を除きます）など 

 

②行政機関等から入院または自宅等での待機が指示されている場合 

 

③マスク着用等の基本的な感染予防対策がとられない場合 

入構中は以下の様な例外を除き、マスクを着用してください。 

（マスク着用の例外） 

・屋外等十分に換気された場所で 2m 以上の対人間隔が確保されている 

・水分補給を行うため一時的にマスクを外す 

・会食を避けるなど感染防止に留意しながら食事をとる 

・健康上等の理由がある 

※マスク着用ができない場合には会話時に口元を覆うなどの配慮をお願いします。 

 

また、上記に該当しない場合であっても、同居人が濃厚接触者に特定された場合や、身近の

かたの感染でご自身が濃厚接触者に該当するか保健所が調査中の場合など、ご自身の感染

が危惧されている間も、入構を自粛していただきますようお願いします。 

【欠席時の連絡先】新潟県立大学 教務学生支援部教務学生課 ℡:025-270-1302 

 

◆構内での注意事項 

各講義室の入り口に、消毒用アルコールを設置しています。入構中はこまめな石けんと流

水による手洗いや手指消毒のほか、密閉・密集・密接を避ける行動を心がけてください。 

 

以上 


